
庁名

500円 350円 300円 180円 140円 110円 100円 50円 40円 20円 10円

通常訴訟 8 8 6 6 10 10 6080円

６０００円
（※郵送費用を予納金・電
子納付する場合。郵便切手
で納付する際は、不要。）

※左記の基本料金は、当事
者数が２名までの額
当事者が１名増すごとに２３
６０円分を追加（共通の代理
人がある場合を除く。）
（予納金の場合は３０００円
を追加）。
（内　　訳）
５００円×４枚、１１０円×２枚、
５０円×２枚、２０円×１枚、１０
円×２枚

控訴 9 14 4 8 10 6500円

６０００円
（※郵送費用を予納金・電
子納付する場合。郵便切手
で納付する際は、不要。）

※左記の基本料金は、当事
者数が２名までの額
当事者が１名増すごとに２６
００円分を追加（共通の代理
人がある場合を除く。）
（予納金の場合は２０００円
を追加）。
（内　　訳）
５００円×４枚、１１０円×４枚、
２０円×５枚、１０円×６枚

民事調停 民事調停 5 1 1 1 1 730円

担保不動産競売申立て
（本庁に申し立てる場合）

0円 ６０万円

★不動産の個数
　・６～９個　８０万円
　・１０個以上　１００万円～
（担当係にお問合せくださ
い）
★二重開始事件
　一律２０万円
※不足が生じた場合など、
更に追納が必要となる場合
があります。

強制競売申立て 0円 ６０万円 担保不動産競売に準ずる

形式的競売申立て 0円 ６０万円 担保不動産競売に準ずる

自動車競売申立て 0円 ２０万円

債務名義に基づく債権差押え 5 6 2 3 3320円

★債務者１名増ごとに５００
円×２枚、１１０円×２枚を追
加
★第三債務者１名増ごとに
５００円×３枚、１１０円×３枚、
５０円×２枚、２０円×３枚を
追加

転付命令申立て（債権差押命令
発令後に申し立てる場合）

4 5 2550円

差押禁止債権の範囲変更申立
て

8 24 10 10 10 7440円

財産開示 10 15 10 10 10 7300円

６０００円
（※郵送費用を予納金・電
子納付する場合。郵便切手
で納付する際は、不要。）

情報取得（勤務先情報） 0円 6000円

★左記予納金のほか、郵便
切手１１０円×第三者の数
★予納金につき、第三者１
名を超える場合、１名ごとに
２０００円を追加

情報取得（預貯金・株式） 0円 5000円

★左記予納金のほか、郵便
切手１１０円×第三者の数
★予納金につき、第三者１
名を超える場合、１名ごとに
４０００円を追加

執行停止 0円
１１０円×（債権者＋第三債
務者数）

執行取消 0円
１１０円×（債権者＋債務者
＋第三債務者数）

執行異議 6 11 3 3 4420円
当事者数1名増ごとに５００
円×２枚、１１０円×３枚、５０
円×１枚、２０円×１枚を追加

執行抗告 8 8 8 12 5520円
当事者数1名増ごとに５００
円×２枚、１１０円×２枚、５０
円×２枚、２０円×３枚を追加

債権仮差押 5 5 2 3 3210円

★債務者１名増ごとに５００
円×２枚、１１０円×２枚を追
加
★第三債務者１名増ごとに
５００円×３枚、１１０円×２枚、
５０円×２枚、２０円×３枚を
追加

不動産仮差押・仮処分（処分禁止） 2 2 1220円
債務者１名増ごとに５００円
×２枚、１１０円×２枚を追加

　　〃 4 2 2 4 2400円
不動産所在地が福井地方
法務局本局の管轄以外の
場合

動産仮差押 2 2 1220円

不動産仮処分（占有移転禁止） 2 2 1220円

要審尋の仮処分 8 8 6 8 10 10 6180円

保護命令 保護命令 4 5 4 2 6 6 3230円

労働審判 労働審判 4 15 10 10 15 4350円

４０００円
（※郵送費用を予納金・電
子納付する場合。郵便切手
で納付する際は、不要。）

※左記の基本料金は、当事
者数が２名までの額
当事者が１名増すごとに１２
２０円分を追加（共通の代理
人がある場合を除く。）
（予納金の場合は１０００円
を追加）。
（内　　訳）
５００円×２枚、１００円×２枚、
２０円×２枚

※郵便料は、郵便切手、または予納金で納付することができます。予納金納付の場合は、申立書（訴状）等提出後、裁判所から「保管金提出書」を郵送します。必要事項を記入の上、現金を添えて、福井地裁会計課まで持参、現
金書留、または振り込みによる方法（振込みの際に手数料がかかります）で納めてください。また、電子納付利用者登録をされている方は電子納付の利用も可能です。

※事件の進行次第では、更に郵便切手（予納金）が必要となる場合があります。

民事執行

予納金 備　考

保全

民事訴訟

福井地方裁判所本庁・管内支部

カテゴリ 申立ての種類
添付郵便切手内訳 郵便切手

合計額

郵便切手及び予納金一覧（令和７年１０月１日～）



庁名

令和７年１０月１日～

カテゴリ 申立属性 手数料（収入印紙） 郵便切手 郵便切手内訳 予納金 備考

同廃 個人 1500円 郵便切手内訳のとおり
110円×（債権者数＋１０

枚）
11，859円

個人 1500円 郵便切手内訳のとおり

110円×（債権者数×２＋

債務者・財産所持者数＋

２０枚）

弁護士代理　２１５，４９９円
司法書士関与　３１５，４９９円
その他　４６５，４９９円

事案によって増減すること

がある。

法人 １０００円 郵便切手内訳のとおり

110円×（債権者数×２＋

債務者・財産所持者数＋

２０枚）

弁護士代理　３１４，７８６円
司法書士関与　４６４，７８６円
その他　６１４，７８６円

事案によって増減すること

がある。

債権者申立て 2万円 郵便切手内訳のとおり

110円×（債権者数×２＋

債務者・財産所持者数＋

２０枚）

１０円×２０枚

１００円×２０枚

５００円×１０枚

個人　１００万円

法人　１５０万円

免責許可の申

立て
500円 郵便切手内訳のとおり

１１０円×（届出債権者数

＋１０枚）

５００円×２枚

１１０円×２枚

１０円×１０枚

５万円

カテゴリ 申立属性 手数料（収入印紙） 郵便切手 郵便切手内訳 予納金 備考

個人再生 1万円 郵便切手内訳のとおり
１１０円×（債権者数×２＋

１０枚）

弁護士代理　13,744円

司法書士関与　１１３，７４４円

その他　２１３，７４４円

通常再生 1万円 郵便切手内訳のとおり

１１０円×（債権者数×２＋

２０枚）

１０円×２０枚

別表のとおり

再生債務者（代理人）に

交付送達できない場合

左記に加えて

５００円×４枚

１１０円×１０枚

１０円×２０枚

通常再生予納金基準額表

予納金 備考

３００万円

４００万円

５００万円

６００万円

７００万円

個別に検討

カテゴリ 申立属性 手数料（収入印紙） 郵便切手 郵便切手内訳 予納金 備考

協定型 ２万円 ４６００円

５００円×２枚、１１０円×２

０枚、１００円×１０枚、２０

円×１０枚、１０円×２０枚

５万円

★破産移行の可能性が

ある場合には１００万円を

追加

★清算人報酬を要する場

合は５万円を追加

個別和解

型
２万円 ４６００円

５００円×２枚、１１０円×２

０枚、１００円×１０枚、２０

円×１０枚、１０円×２０枚

９，６３２円
清算人報酬を要する場合

は５万円を追加

特別清算開始申立てに必要な収入印紙・郵便切手等の一覧

１０億円～３０億円未満

３０億円～５０億円未満

５０億円～１００億円未満

１００億円以上

１億円～１０億円未満

福井地方裁判所本庁・管内支部

破産手続開始申立てに必要な収入印紙・郵便切手等の一覧

管財

再生手続開始申立てに必要な収入印紙・郵便切手等の一覧

負債総額（単位：円）

１億円未満

事案によって増減すること

がある。


